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令和５年度 第２回常任委員会 書面開催報告 

 

【1.連絡事項】  

 

１.本部役員会より  

（１）これまでの活動  

①楠翔祭について 

●文化祭  

本部役員を中心に学年委員の皆さんと協力して、会議室に PTA コーナーを出店し 

「オリジナル蛍光ペン」を景品として配布しました。 

「あなたの気持ちをディスプレイ」コーナーの短冊、「みんなで作るモザイクアート」コーナ

ーで完成した大きな楠(くすのき)のモザイクアートは、文化祭の後に１ヶ月ほど校内に展示さ

せていただきました。ご来場くださった皆様ありがとうございました。 

文化祭に訪れた受験生親子の方々とも交流することができました。 

有志でお揃いの T シャツを着用しコーナーを盛り上げました。  

●体育祭  

本部役員を中心に学年委員の皆さんと協力して飲料コーナーを設置し、生徒たちへ麦茶と 

スポーツドリンクの提供を行いました。 

当日は大変暑かったので、たくさんの生徒に利用してもらい熱中症予防対策としての効果を

発揮できました。 

  

② 新入生向け配布物について  

「PTA 加入及びアンケートのお願い」配布の手配をしました。アンケートの回答内容につい

ては、今後の委員選出等に利用させていただきます。 

PTAだより  令和５年度 第２号 

開催日：令和６年２月２４日（土）（書面開催）  

書面回答数 １６（※常任委員会は、本部役員、学年委員会の委員長・副委員長で構成されて 

います。対面ではなく書面での開催といたしました。） 



③互選会について 

1 月 13 日に互選会を開催し、新年度本部役員候補者および会計監査候補者が決定しまし

た。当日は多数の方にご参加ご協力いただき、ありがとうございました。 

候補者氏名については、新年度の定期総会議案書にて発表いたします。  

 

（２）今後の活動予定  

① 令和５年度会計報告について  

３月末締めで会計報告書を作成し、会計監査を経て定期総会にてご報告いたします。  

 

② 新年度委員選出について  

今年度同様、新１年生は入学式、新２・３年生は４月の保護者会で行います。(令和６年度本

部役員候補者は選出済み)  

 

③ 令和６年度定期総会について  

５月に定期総会を開催する予定です。 

３９メール及び PTA ホームページにて、開催のご案内と資料の掲載を行いますのでご覧 

ください。 

 

④ PTA 保険について  

新年度も今年度と同じ内容で保険の契約更新をする予定です。 

３９メールおよび PTA ホームページにて、新年度の補償内容等についてお知らせしますの

でご確認ください。  

 

（３）その他  

① ３９メールについて  

現３年生につきましては、ご卒業後に３９メールの登録を一斉削除いたします。 現１・２年

生につきましては、再登録の必要はありません。 

３９メールは、学校や PTA からの大切な連絡を保護者の皆様へ伝えるためのツールです。

未登録の方やアドレスが変更になった方はご連絡ください。  

 

②PTA ソフトボール部について 

PTA ソフトボール部は、今年度 11 月を以って廃部となりました。東大和南高校 PTA の 

所属から離れ、現在残ったお仲間で、しばらくの間は活動を続けられるとのことです。 

  

２．学年委員会より 

３学年委員会では、１学期より卒業記念品の検討を進め、校章入の木製ハンガーに決定しま

した。納品の都合上、１２月に配布完了しました。  

 



【２．協議事項】  

 

（１） 令和 6 年度の委員選出について  

「委員の負担を減らし楽しく PTA に取り組んでもらうことができるように…」との思いか

ら、昨年度より、委員の仕事削減および選出人数の削減に取り組んでいます。 

具体的には、今年度は各クラスから「学年委員」のみを１名以上選出し、学年委員の仕事は

行事手伝いのみ（親睦会等の学年行事は行わない）としました。その結果、１学年は全体で 

１６名、２学年は１１名、３学年は９名の方に立候補などによって委員をお引き受けいただき、

ご協力のおかげでスムーズに PTA 活動を行うことができました。 

選考委員会については、昨年度、新たに専門委員会として発足させたところではありました

が、今年度は本部役員のみで互選会を開催しました。  

新年度についても、学年委員を各クラスより１名以上選出し、学年委員の仕事は学校行事や

ＰＴＡ活動のお手伝いのみ（今年度同様、親睦会等の学年行事は行わない。但し、３学年委員

は卒業記念品についての活動を行う）とします。 

委員選出において、試験的に変更する点などが生じた場合には、随時、ご案内してまいりま

すのでよろしくお願いいたします。 

 

【３．審議事項】  

 

（１） 広報委員会の休止について  

昨年度に引き続き、令和 6 年度の広報委員会活動休止について提案いたします。 

活動再開時の予算は予備費を使用することとします。 

 

審議の結果、賛成多数で可決されました。 

  

（２） 予備費の使用について  

今年度余剰額の使い道について、学校と相談しながら検討しましたので、ご承認をお願いい

たします。 

体育祭で使用できるテントを２張購入し寄贈する予定です。予備費から 35 万円程度の支出

の見込みです。 

学校からご提案いただいたものの中から、生徒への必要性や PTA での使用等を考慮して 

本部役員にて協議し選定しました。ご意見がございましたら Google フォームの回答欄より 

お願いいたします。 

 

審議の結果、賛成多数で可決されました。 

 

（３） 令和 6 年度予算案について  

広報活動費と学年活動費については、今年度同様予算をつけない予定です。  



支出項目については、今年度の実績を踏まえて予算額を算定していきます。 

収入につきましては、 会費は現行通りの３０００円とします。単年度収支のバランスが 

取れるような予算案を作成し定期総会にて報告いたします。  

以上を踏まえ、金額の詳細につきましては、新旧本部役員で検討してまいりますので、ご一

任下さるようお願いいたします。 

 

審議の結果、賛成多数で可決されました。 

 

（４） 会則改正（選考委員会）について  

次年度本部役員の選出活動は、現状本部役員が行っています。また、各クラスから委員を 

選出して組織する委員会の中に選考委員会はありません。 

以上を踏まえ、会則及び内規の次の項目から「選考委員会」の記述を削除することを提案 

いたします。 

 

会則 第３章 本部役員  

第７条 本部役員の任期  

任期は１年とし、再任を妨げない。欠員が生じた場合には必要に応じて補充し、その

任期は前任者の残任期間とする。本部役員選出は、本部役員候補選考委員会が選考し、

総会の承認を受ける。  

    ↓ 

任期は１年とし、再任を妨げない。欠員が生じた場合には必要に応じて補充し、その

任期は前任者の残任期間とする。本部役員選出については、総会の承認を受ける。 

 

会則 第４章 会計監査  

第１０条 会計監査の任期  

任期は１年とし、再任を妨げない。欠員が生じた場合には必要に応じて補充し、その

任期は前任者の残任期間とする。会計監査選出は、本部役員候補選考委員会が選考し、

総会の承認を受ける。 

   ↓ 

任期は１年とし、再任を妨げない。欠員が生じた場合には必要に応じて補充し、その

任期は前任者の残任期間とする。会計監査選出ついては、総会の承認を受ける。 

 

［各委員会規定（内規）］ 

各委員会の任務について、会則第１８条に基づき次の規定を設ける。 

１．学年委員会 

・行事への協力及び卒業に関する活動 

２．各種専門委員会 

・広報誌発行等 



・次年度本部役員及び会計監査役選考活動 

  ↓（最後の 1 行を削除） 

各委員会の任務について、会則第１８条に基づき次の規定を設ける。 

1. 学年委員会 

・行事への協力及び卒業に関する活動 

2. 各種専門委員会 

・広報誌発行等 

 

審議の結果、賛成多数で可決されました。 

 

【４．質疑応答】  

特になし 

 

 

 

 

 

今年度の常任委員会は、今回で終了しました。ご協力いただきありがとうございました。 


